
第２回 住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会 

 

 

日時：令和７年 10 月 23 日（木）18 時～ 

場所：池袋保健所１階 講堂 

 

 

議 事 次 第 

 

１ 開 会 

 

２ 座長あいさつ 

 

３ 議 事 

   

１）要望等について                 （資料１） 

  ２）パブリックコメント等について          （資料２） 

 

４ その他 

 

５ 閉 会 

 

 

資料 

（資料１） 「豊島区住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会」の運営及び

「豊島区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例」改正素

案に対する要望について 

（資料２） パブリックコメント等について 
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令和 7 年 10 月 23 日 
 
 
豊島区住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会  座長 
立教大学 法学部長 教授 原田 久 様 
 
 

豊島区住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会  委員 
株式会社佐藤商事 取締役 伴 昭典 

 
 
「豊島区住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会」の運営及び「豊島区住宅宿泊

事業の適正な運営の確保に関する条例」改正素案に対する要望 
 
平成 30 年の条例制定から約 7 年が経過し、区内の届出件数が 1,700 件を超える現

状において、騒音、ゴミ出しマナー、路上喫煙、近隣住民との軋轢といった問題が

顕在化していることは、我々事業者も重く受け止めております。地域住民の生活環

境の保全を目的とした、実情に即した一定のルール整備の必要性については、何ら

異論を唱えるものではありません。 
しかしながら、今回提示された改正素案は、あまりにも拙速な検討経過の産物と

言わざるを得ません。現場で法令を遵守し、適正な運営に日々尽力している住宅宿

泊事業者の実情や意見が十分に聴取・反映されているとは到底言い難く、改正が強

行された場合の経済的影響の試算や、既存事業者の営業権・財産権に対する配慮も

著しく欠落していると断じざるを得ません。 
過度な規制強化は、適法な事業者を市場から駆逐するだけに終わります。その結

果生じる空室を埋めるため、賃料収入を確保したい建物オーナーが、非合法な「闇

民泊」事業者を受け入れるリスクが飛躍的に高まることは自明です。 
豊島区は、これまで住宅宿泊事業法への上乗せ規制（区域制限）をあえて行わ

ず、事業を可視化・把握し、適正に監督・指導するという賢明な方針を堅持してこ

られました。今回の過剰とも言える規制案は、その優れた政策方針を自ら覆すもの

であり、結果として違法な闇民泊の温床を再び作り出し、かえって区民の生活環境

を悪化させる事態を招くことを、我々は強く危惧するものです。 
 
以上の理由から、本改正素案については拙速な施行を厳に慎み、現場の事業者・

関係者の意見を改めて広く聴取し、その実態を正確に踏まえた上で、抜本的に見直

されるよう下記の通り、強く要望いたします。 
 

記 
 
1. 検討会の開催および意見聴取の拡充について 

02556511
スタンプ
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[要望] 
当該検討会をわずか 2 回で拙速に打ち切ることなく、民泊事業者および地域住民

の意見を広範かつ真摯に聴取する場を確保するため、第 3 回以降の検討会を継続

開催することを強く要求する。 
[理由]  
準拠すべき住宅宿泊事業法施行要領（令和 6 年 12 月改正。以下「ガイドライ

ン」という）２－４（１）①において、区域・期間の制限設定に関し、「合理的

に必要と認められる限度を超えて過度な制限となっていないか等について特に十

分な検証を行い、本法の目的や法第 18 条の規定に反することがないようにする

必要がある」と厳格に定めています。	
「政令に定める基準の考え方について」では、「特に必要である範囲で区域が設

定されているかどうかについて特に十分な検証を行い、本法の目的や法第 18 条

の規定に反することがないようにする必要がある。」と記載があり、「期間の設

定において（中略）、合理的に必要と認められる限度を超えて過度な制限となっ

ていないか等について特に十分な検証を行い、本法の目的や法第 18 条の規定に

反することがないようにする必要がある。」とされています。 
さらに、同２－４③は、条例の検討プロセスにおける行政の責務として、「地域

の様々な声を聴取しながらその必要性を適切に判断する必要がある」と明確に規

定しています。 
現に、豊島区民泊協議会、JAMM（一般社団法人民泊・小規模宿泊施設運営管理

事業者協会）、minka をはじめとする複数の事業者団体が存在し、現場の実情を

踏まえた具体的な意見が提出されています。 
これらの重要な指摘を顧みず、わずか 2 回の審議で結論を導こうとする手法は、

ガイドラインが求める「十分な検証」および「地域の様々な声の聴取」の責務を

著しく逸脱するものであり、拙速の極みと言わざるを得ないのでしょうか。これ

は、行政手続に求められる透明性の確保および説明責任の観点からも、断じて容

認できるものではございません。 
よって、公平かつ開かれた検討体制を確立し、第 3 回の検討会において直接の利

害関係者である事業者等へのヒアリングを正式に実施すること、さらに、そこで

の意見を反映させた修正案に基づき、改めて十分な審議の場を設けることを厳に

求めます。 
 
2. 既存届出施設への期間制限（第 9 条第 3項）の適用除外について 

[要望] 
附則第 2 条（経過措置）において、本条例改正の施行前に適法に届出がされた施

設に対し、第 9 条第 1項第 2号、同条第 2項及び同条第 4項の規定を適用しない

旨を定めることに加え、極めて重大な営業権の制限である「第 9 条第 3項」につ

いても、明確に適用除外対象として明記することを強く要求いたします。 
[理由] 
本改定案は、既に適法な手続きを経て届出を完了し、区の監督下で事業を継続し
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てきた事業者に対し、何ら合理的な猶予や補償措置を講じることなく、新たに年

間 84 日という極めて厳格な営業日数制限を一律に課すものです。 
宿泊可能日数の致命的な減少は、事業者の売上へ直接的に壊滅的な打撃を与え、

投下資本の回収を不可能にし、継続的な事業運営そのものを著しく困難ならしめ

ます。これは、事業者に保障された営業の自由、ひいては財産権（憲法第 29
条）の核心部分を実質的に侵害するものであり、違憲・無効の評価を免れ得ない

重大な問題です。 
さらに看過できないのは、行政法上の信義則違反です。豊島区は条例施行後 7 年

間にわたり、あえて期間制限を設けないという政策的判断のもと運用を継続し、

事実上、区として民泊事業を「誘致」・「許容」してきた明確な経緯がありま

す。これにより、区の監督下で適法に事業を行ってきた既存事業者には、当該事

業環境が継続するとの正当な信頼が強固に形成されています。 
しかるに、何ら特段の事情変更を具体的に示すことなく、一方的にその信頼の基

礎を覆すことは、行政法における信義誠実の原則および比例原則に著しく反する

ものです。これは単に区政に対する信頼を失墜させるに留まらず、区の損害賠償

責任をも惹起し得る重大な問題でもあることを指摘いたします。 
以上の理由に基づき、既存届出施設の営業の自由および財産権を保護し、行政へ

の最低限の信頼を維持するため、附則において第 9 条第 3項を既存施設へ適用し

ない旨を明確に規定するよう、断固として求めます。 
 
3. 年間 84 日制限の撤回について 

[要望] 
条例第 9 条第 3項にて設定が企図されている「年間 84 日（7〜8 月および 12 月

20 日〜1 月 10 日）の営業日数の厳格な制限」について、撤回を強く求めます。 
（※貴区の案は、この特定期間（合計 84 日間）のみ営業を許可し、残りの約

280 日間は全面的に禁止するものと拝察します） 
[理由] 
まず、住宅宿泊事業法第 18 条（条例による住宅宿泊事業の実施の制限）は、条

例による期間制限の要件として、それが「合理的に必要と認められる限度におい

て」行われなければならないと厳格に規定しています。 
ガイドライン２－４（１）①においても「期間の設定において（中略）、合理的

に必要と認められる限度を超えて過度な制限となっていないか等について特に十

分な検証を行い、本法の目的や法第 18 条の規定に反することがないようにする

必要がある。」と、過度な制限を明確に禁じています。 
しかるに、今回の改正素案は、これらの法的要請を著しく逸脱するものです。 
第一に、営業が許可される期間（7〜8 月）は、豊島区の市場実態において観光閑

散期に該当し、宿泊需要が著しく低迷する時期です。事業の収益基盤となるべき

期間の需要が低いにもかかわらず、営業をこの期間に限定することは、事業者の

経営実態を全く顧みないものです。 
第二に、営業が禁止される大半の期間（約 280 日間）において、事業者が代替的
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にマンスリーマンション等へ転用することは、極めて非現実的と言わざるを得ま

せん。マンスリー需要は１K や 1R などの小規模物件に限定され、それ以外の多

くの民泊施設での成約は稀です。 
結果として、事業者は深刻な収支悪化に直面し、適法な事業の継続は不可能とな

ります。このような過剰な規制は、法が掲げる「健全な民泊の普及」という根本

精神に明確に反するものであり、適法事業者を市場から強制的に退場させ、かえ

って地域経済と住環境をともに毀損させる結果につながると強く懸念いたしま

す。 
以上の理由により、合理的・必要性を欠き、事業者の営業権を著しく侵害する本

制限案の即時撤回を、ここに断固として要求します。 
 
4. 適格事業者救済策の実施時期の明確化について 
[要望] 
附則において、適格な事業者に対する救済策について「早急に策定に着手すると

ともに、本改正条例の施行日前までに確実に実施する」旨を、疑義の生じない形

で明確に規定することを強く要求いたします。 
[理由] 
現行の附則第 3 条が示す「条例施行の日から 3 年を経過した時点で」の見直し規

定は、救済措置として機能はしません。この文言では、施行後 3 年間は何らかの

実効的な措置も講じられず、結果として、法令を遵守し適正運営に努めてきた事

業者を含む全ての既存事業者に対し、一律に年間 84 日という過酷な制限が適用さ

れることを意味します。 
そもそも、法令を遵守し、近隣対応や衛生管理を適切に行ってきた適格事業者に

対し、問題のある事業者と同一の厳格な制限を課すことは合理性を欠く措置であ

り、断じて容認できません。 
第 1 回検討会資料においても「適正な運営を行っている施設（法令遵守）への対

応」は継続検討事項として明記されており、これらの的確な事業者への救済策を

検討・実施することは既に区として自ら認めた行政としての当然の責務であると

存じます。 
にもかかわらず、救済策の実施を施行後に先送りすることは、事業者に致命的な

損害を与えます。具体的には 2027 年 1 月から 6 月末、さらに 9 月から 12 月にか

けて長期の営業停止期間が発生し、適格事業者であっても事業継続は事実上不可

能となります。これは、制度改正後に本来救済されるべき優良な事業者を、意図

的に市場から退場させるに等しい行為です。 
本来、健全な民泊事業を支えてきた適格事業者をこそ保護し、育成することこそ

が、本条例が目指すべき真の趣旨であるはずです。 
よって、救済策の実施時期を「条例施行前」と附則に明確に記載し、適格事業者

の営業権を保護するとともに、地域社会との円滑な共存を実現する責務を果たす

よう、断固として求めます。 
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5. 施行期日に関する猶予期間確保（経過措置）について 
[要望] 
本改正条例の施行、特に既存施設への規制適用をやむを得ず行う場合であって

も、次善の策として、最低でも 3 年から 5 年の猶予期間を設け、段階的に適用す

る等の経過措置を講じることを強く要求いたします。 
[理由]  
ガイドライン２－４（１）④は、「条例公布の前に届出をした者に対する制限の

適用については、生活環境の悪化を防止する緊急性や事業者の既得の権利等を比

較衡量した上で、経過措置の必要性を検討する必要がある。」と明確に規定して

います。 
この規定が示す通り、既存事業者の営業権（既得権）を制限するには、それを凌

駕するほどの「緊急性」の立証と、慎重な比較衡量、そして段階的な経過措置の

検討が行政の責務として不可欠です。 
しかるに、豊島区の改正素案は、既に届出済みで適法に運営中の施設に対し、た

った 10 か月程度の準備期間をもって壊滅的な日数制限を適用しようとするもの

です。建物取得・改装・設備投資など、多額の初期費用を投下している民泊事業

者に対し、これは事実上の廃業を迫るに等しい暴挙です。 
住宅宿泊事業者の多くは金融機関からの借入れによって事業資金を調達してお

り、その返済計画は数年単位の安定的な運営を前提としています。このような状

況下で急な施行を強行すれば、賃貸借契約の整理や融資返済計画の見直しは到底

不可能であり、倒産や連鎖的な経済的損失が多発することは火を見るより明らか

です。 
加えて、豊島区は法施行以来 7 年もの長きにわたり期間制限を設けず、住宅宿泊

事業を適法かつ安定的に運営する環境を自ら維持し、事業者を事実上「誘致」し

てきた経緯があります。この行政方針への正当な信頼に基づき多額の投資を行っ

た事業者に対し、何らの補償もなく遡及的に不利益を課すことは、行政への信頼

を根底から損ねる背信的行為と言わざるを得ません。 
したがって、やむを得ず条例改正を断行する場合であっても、事業者が計画的に

事業を整理・転換できる期間を保障することは、公平性と法的安定性の観点から

絶対不可欠の要請です。 
なお、民泊事業の譲渡（M&A）実務において、譲渡価額が「3 年分の営業利益」

に相当する額で算定されることが通例である事実も申し添えます。これよりも短

期間での撤退を強いることは、初期投資の回収すら不可能にさせます。これらの

実態を踏まえ、最低でも 3 年以上の猶予期間を設けることが、行政として果たす

べき最低限の責務であると断じます。 
以上 



パブリックコメント等について

１．第１回検討会の振り返り

２．パブリックコメントの実施状況について

３．パブリックコメントを受けての主な変更点

４．条例改正に向けたスケジュール

資料２



生活環境の悪化を防止するため、早急に条例改正が必要

①「区内全域」において、「夏休み、冬休み」に限定する。（年間84日間）
⇒既存施設にも適用

②住居専用地域と文教地区（区内約50％のエリア）において、全ての期間、制限する。
⇒既存施設は、上記①の期間の制限を適用

⇒ トラブル未然防止・区民の不安解消・苦情解決の場
③周辺住民への事前説明会の実施
④海外在住者に対する、日本国内に在住する代理人の選任
⑤町会加入の“協議”を実施
⑥トラブル発生時、区民の要請に応じて話し合いの場の設置

条例改正素案についてパブリックコメントを実施

３）住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者に対する適正な運営を行うための対応

４）適正な運営を行っている施設（法令順守）への対応

併せて、以下を継続検討

１）区域と期間の制限

２）手続きルールの強化

１１．第１回検討会の振り返り①



２１．第１回検討会の振り返り②

・豊島区は、木造密集地域が多い印象。
・ゴミと騒音に困っている。これらが解決されれば苦情は減少するのではないか。
・苦情後に対応はされるが、また同じことが繰り返される。
・罰則があった方が、事業者は改善してくれるのではないか。
・宿泊者のマナーは、区域や期間制限で改善されるわけではない。
・豊島区は他区と異なり、廃棄物回収業者との契約書の添付が求められていない。
そのため、業者名を記載するだけで、契約していない事業者もいるようだ。
契約書を添付するようにすれば、ゴミの苦情が減少するのではないか。

・条例改正に伴う事業者への補償はないのか。
・消防法適用に関しての手続きにおいて、届出が滞る場合が見受けられる。
・緊急時、家主不在型では、現地に従業員がいないため、対応に苦慮している。
・条例素案で示された適用日以降の制限期間に、既に予約が入っている場合の対応
について、どのようにすればいいか。

・住居専用地域と文教地区が、どこか分かる地図の作成をお願いしたい。

委員からいただいたご意見



(1) 実施期間

令和７年９月１８日（木）から令和７年１０月１７日（金）まで

(2) 周知方法

広報としま10月1日号掲載、区ホームページ掲載、Ｘ、ＬＩＮＥ

(3) 閲覧場所

生活衛生課、区ホームページ、行政情報コーナー、図書館、区民事務所

(4) 提出意見

２６３件（メール２３８件、郵送１０件、ファクス８件、持参７件)

２．パブリックコメントの実施状況について① ３



・84日間では、事業継続が困難。
・投資回収ができないので、既存施設への適用を除外してほしい
・適切に運営している事業者は、適用除外を求める。
・すでに制限のかかる期間に予約が入っている場合は、どうするのか。
・規制強化の前に、指導・取締りをするべき。
・規制すると闇民泊が増加する。
・他自治体への波及を懸念して反対する。（区外からの意見）

２．パブリックコメントの実施状況について② ４

主なご意見の概要

・さらに厳格な改正と早期施行を求める。
・見直しに賛成。民泊の届出時に、地域への配慮が考慮されていない。
・事業の全面廃止、または、大幅に規制すべき。
・既存事業者に適用しなければ、問題の解決にはならない。
・民泊を事業者寄りから是正し、近隣住民の生活への影響を軽減すべき。
・騒音・ゴミ問題を実感している。投資・副業目的に偏り、住環境が悪化している。
・第一種住居地域、第二種住居地域、準工業地域も規制の対象に加えるべき。
・住環境を保全するためには、民泊は商業地域や近隣商業地域に限定すべき。
・罰則の導入、業務改善命令・業務停止命令などの指導を徹底してほしい。

５～１６ページ各条文に対するご意見



２．パブリックコメントの実施状況について③ ５



２．パブリックコメントの実施状況について③ ６



２．パブリックコメントの実施状況について③ ７



２．パブリックコメントの実施状況について③ ８



２．パブリックコメントの実施状況について③ ９



２．パブリックコメントの実施状況について③ １０



２．パブリックコメントの実施状況について③ １１



２．パブリックコメントの実施状況について③ １２



２．パブリックコメントの実施状況について③ １３



２．パブリックコメントの実施状況について③ １４



２．パブリックコメントの実施状況について③ １５



２．パブリックコメントの実施状況について③ １６



①「区内全域」において、「春休み、夏休み、冬休み」に限定する。（年間120日間）
春休み：3/15～4/10 (27日間）
夏休み：7/1～8/31 (62日間）
冬休み：12/15～1/14（31日間）

⇒既存施設にも適用

②「住居専用地域、住居地域、準工業地域、文教地区（区内約70％のエリア）」
において、全ての期間、制限する。
⇒既存施設は、上記①の期間の制限を適用

１）第９条「区域と期間の制限」の変更点

１７３．パブリックコメントを受けての主な変更点①

①「区内全域」において、「夏休み、冬休み」に限定する。（年間84日間）
夏休み：7/1～8/31 （62日間）
冬休み：12/20～1/10（22日間）

⇒既存施設にも適用

②「住居専用地域と文教地区（区内約50％のエリア）」
において、全ての期間、制限する。
⇒既存施設は、上記①の期間の制限を適用



令和８年７月２１日
３）附則 適用日の変更（想定日）

１８３．パブリックコメントを受けての主な変更点②

２）罰則規定の新設

区域と期間の制限に違反した者に対しては、５万円以下の過料を科す。

令和８年１２月１６日

月
年度 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

令和７年度 １８０日間

令和８年度 × × × 306日間の内、
180日間

令和９年度〜 × × × × × × × × × × 120日間

【経過措置後のR8年12月16日に適用する場合、実施できる期間のイメージ】

条例改正から約１年間の経過措置



４．条例改正に向けたスケジュール

◆令和７年９月９日 第１回住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会

◆令和７年９月１８日 パブリックコメント実施
〜１０月１７日

◆令和７年１０月２３日 第２回住宅宿泊事業にかかわる条例改正等検討会
（本日）

◆令和７年１１月１２日 令和７年第４回定例会
〜１２月２日 ・改正する条例を上程

・パブリックコメント実施報告

◆令和７年１２月（予定） 改正する条例の公告・施行

※区域と期間の制限は、令和８年１２月１６日から適用

１９

・住宅宿泊事業者・住宅宿泊管理業者に対する適正な運営を行うための対応

・適正な運営を行っている施設（法令順守）への対応

継続検討事項


